
�愛媛県告示第３４５号
市町村の合併の特例に関する法律（昭和４０年法律第６号）

第９条の２第１項においてその例によることとされている地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項本文の規定

により、次のとおり大洲・喜多衛生事務組合を組織する地方

公共団体の数の減少及び同組合の規約の変更を許可した。

平成１７年２月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 減少等の内容

� 減少内容

組合を組織する地方公共団体のうち、大洲市、長浜町

、肱川町及び河辺村が合併し大洲市となることに伴い、

平成１７年１月１１日から組合を大洲市及び他の地方公共団

体が組織する一部事務組合とするため、組合を組織する

地方公共団体の数を減少させる。

� 変更事項

組合を組織する地方公共団体から長浜町、肱川町及び

河辺村を削るとともに、組合の議会の議員の定数を減少

させるなど、所要の変更を行う。

２ 減少等の年月日

平成１７年１月１１日

３ 減少等の許可年月日

平成１７年１月７日
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�愛媛県告示第３４６号
市町村の合併の特例に関する法律（昭和４０年法律第６号）

第９条の２第１項においてその例によることとされている地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項本文の規定

により、次のとおり大洲喜多特別養護老人ホーム事務組合を

組織する地方公共団体の数の減少及び同組合の規約の変更を

許可した。

平成１７年２月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 減少等の内容

� 減少内容

組合を組織する地方公共団体のうち、大洲市、長浜町

、肱川町及び河辺村が合併し大洲市となることに伴い、

平成１７年１月１１日から組合を大洲市及び内子町が組織す

る一部事務組合とするため、組合を組織する地方公共団

体の数を減少させる。

� 変更事項

組合を組織する地方公共団体から長浜町、肱川町及び

河辺村を削るなど、所要の変更を行う。

２ 減少等の年月日

平成１７年１月１１日

３ 減少等の許可年月日

平成１７年１月７日
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�愛媛県告示第３４７号
市町村の合併の特例に関する法律（昭和４０年法律第６号）

第９条の２第１項においてその例によることとされている地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項本文の規定

により、次のとおり大洲地区広域消防事務組合を組織する地

方公共団体の数の減少及び同組合の規約の変更を許可した。

平成１７年２月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 減少等の内容

� 減少内容

組合を組織する地方公共団体のうち、大洲市、長浜町

、肱川町及び河辺村が合併し大洲市となることに伴い、

平成１７年１月１１日から組合を大洲市及び内子町が組織す

る一部事務組合とするため、組合を組織する地方公共団

体の数を減少させる。

発 行 愛 媛 県

印 刷 岡田印刷株式会社
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� 変更事項

組合を組織する地方公共団体から長浜町、肱川町及び

河辺村を削るなど、所要の変更を行う。

２ 減少等の年月日

平成１７年１月１１日

３ 減少等の許可年月日

平成１７年１月７日
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�愛媛県告示第３４８号
市町村の合併の特例に関する法律（昭和４０年法律第６号）

第９条の２第１項においてその例によることとされている地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項本文の規定

により、次のとおり内山衛生事務組合を組織する地方公共団

体の数の減少及び同組合の規約の変更を許可した。

平成１７年２月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 減少等の内容

� 減少内容

組合を組織する地方公共団体のうち、肱川町及び河辺

村が大洲市及び長浜町と合併し大洲市となることに伴い

、平成１７年１月１１日から組合を大洲市及び他の地方公共

団体が組織する一部事務組合とするため、組合を組織す

る地方公共団体の数を減少させる。

� 変更事項

組合を組織する地方公共団体のうち肱川町及び河辺村

を大洲市に改めるとともに、組合の議会の議員の定数を

減少させるなど、所要の変更を行う。

２ 減少等の年月日

平成１７年１月１１日

３ 減少等の許可年月日

平成１７年１月７日

�������
�愛媛県告示第３４９号
市町村の合併の特例に関する法律（昭和４０年法律第６号）

第９条の２第１項においてその例によることとされている地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項本文の規定

により、次のとおり大洲地区内子運動公園事務組合を組織す

る地方公共団体の数の減少及び同組合の規約の変更を許可し

た。

平成１７年２月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 減少等の内容

� 減少内容

組合を組織する地方公共団体のうち、大洲市、長浜町

、肱川町及び河辺村が合併し大洲市となることに伴い、

平成１７年１月１１日から組合を大洲市及び内子町が組織す

る一部事務組合とするため、組合を組織する地方公共団

体の数を減少させる。

� 変更事項

組合を組織する地方公共団体から長浜町、肱川町及び

河辺村を削るとともに、組合の議会の議員の定数を減少

させるなど、所要の変更を行う。

２ 減少等の年月日

平成１７年１月１１日

３ 減少等の許可年月日

平成１７年１月７日
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�愛媛県告示第３５０号
市町村の合併の特例に関する法律（昭和４０年法律第６号）

第９条の２第１項においてその例によることとされている地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項本文の規定

により、次のとおり大洲市・喜多郡町村組合を組織する地方

公共団体の数の減少並びに同組合の共同処理する事務の変更

及び規約の変更を許可した。

平成１７年２月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 減少等の内容

� 減少内容

組合を組織する地方公共団体のうち、大洲市、長浜町

、肱川町及び河辺村が合併し大洲市となることに伴い、

平成１７年１月１１日から組合を大洲市及び内子町が組織す

る一部事務組合とするため、組合を組織する地方公共団

体の数を減少させる。

� 事務の変更事項

ごみ処理施設に関する事務については大洲市が単独で

処理することとなるため、当該事務を組合の共同処理す

る事務から除く。

� 規約の変更事項

組合の共同処理する事務が山林の管理及び処分に関す

る事務のみとなるため、組合の名称を「大洲市・内子町

山林管理組合」に改めるなど、所要の変更を行う。

２ 減少等の年月日

平成１７年１月１１日

３ 減少等の許可年月日

平成１７年１月７日

�愛媛県告示第３５１号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護事業者）を次のように指定した

。

平成１７年２月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛 媛 県 報平成１７年２月１４日 第１６３２号

１５８
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�愛媛県告示第３５２号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護支援事業者）を次のように指定

した。

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社新風会 大洲市徳森字野田１４７７番地
１ グループホーム白雲 喜多郡長浜町白滝甲６６９番

地４ 平成１７年１月５日

株式会社村上工務店 喜多郡長浜町下須戒甲１７６７
番地 グループホームやまと 喜多郡長浜町下須戒甲１７７２

番地 平成１６年１２月２２日

株式会社ステージアップ 西宇和郡保内町須川５１０番
地 グループホーム優瑠里 西宇和郡保内町喜木１番耕

地１６６番１ 平成１７年１月１４日

薬師寺 廉 二 北宇和郡三間町務田３３１－
５ やくしじ歯科医院 北宇和郡三間町大字務田３３

１－５ 平成１７年１月１日

ケアセンター幸有限会社 宇和島市宮下乙９７番地７ ケアセンター幸 南宇和郡愛南町柏３８６番地 平成１７年１月５日

ケアセンター幸有限会社 宇和島市宮下乙９７番地７ デイサービス幸 南宇和郡愛南町柏３８６番地 平成１７年１月５日

株式会社ニチイ学館 東京都千代田区神田駿河台
二丁目９

アイリスケアセンターあけ
ぼの 宇和島市寿町一丁目５－８ 平成１６年１２月１日

有限会社めぐみ 八幡浜市穴井３番耕地７０３
番地

デイサービスセンターめぐ
み

八幡浜市穴井３番耕地７０３
番地 平成１６年１２月１４日

有限会社たんぽぽ 新居浜市中西町１３番４３号 有限会社たんぽぽ 新居浜市中西町１３番４３号 平成１６年１２月１日

有限会社東予ケア・サービ
ス

新居浜市垣生一丁目６番２５
号

デイサービスセンター好き
っぷ

新居浜市垣生一丁目６番２５
号 平成１７年１月１７日

有限会社東予ケア・サービ
ス 新居浜市垣生１－６－２５ 有限会社東予ケア・サービ

ス 新居浜市垣生１－６－２５ 平成１７年１月１７日

株式会社ジェイコム 西条市氷見丙４４４－１ デイサービスセンター丹原
の郷

西条市丹原町池田１２６７番地
１ 平成１６年１２月１日

株式会社ジェイコム 西条市氷見丙４４４－１ グループホーム丹原の郷 西条市丹原町池田１２６７番地
１ 平成１６年１２月１日

株式会社ジェイコム 西条市氷見丙４４４－１ デイサービス多賀の里 西条市北条２３１番地１ 平成１６年１２月１日

株式会社ジェイコム 西条市氷見丙４４４－１ グループホーム多賀の里 西条市北条２３１番地１ 平成１６年１２月８日

有限会社マコトケアーサー
ビス

西条市小松町新屋敷甲２１４
番地１

有限会社マコトケアーサー
ビス

西条市小松町新屋敷甲２１４
番地１ 平成１６年１２月１日

有限会社ケンシンファーマ
シー 大洲市徳森１９９０番地１ たにもと薬局 大洲市徳森１９９０番地１ 平成１６年１２月１日

医療法人土居内科 西予市宇和町上松葉１４５番
地１ 土居内科 西予市宇和町上松葉１４５番

地１ 平成１７年１月１日

合資会社介護サービス憩 東温市志津川甲２５１番地１５ 合資会社介護サービス憩 東温市志津川甲２５１番地１５ 平成１７年１２月１７日

愛 媛 県 報平成１７年２月１４日 第１６３２号

１５９
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平成１７年２月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３５３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）の居宅介護事業

を行う事業所の所在地が次のように変更された。

平成１７年２月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３５４号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護支援事業者）の居宅介護

支援事業を行う事業所の所在地が次のように変更された。

平成１７年２月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 支 援 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社たんぽぽ 新居浜市中西町１３番４３号 有限会社たんぽぽ 新居浜市中西町１３番４３号 平成１６年１２月１日

株式会社ジェイコム 西条市氷見丙４４４－１ ケアプランセンター丹原の
郷

西条市丹原町池田１２６７番地
１ 平成１６年１２月１日

株式会社ジェイコム 西条市氷見丙４４４－１ ケアプランセンター多賀の
里 西条市北条２３１番地１ 平成１６年１２月８日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社介護センター津島 北宇和郡津島町北灘乙２０４１
番地

介護センター津島指定訪問
介護事業所

（変更後）
北宇和郡津島町近家甲１６２３
番地

平成１６年３月２０日
（変更前）
北宇和郡津島町北灘乙２０４１
番地

株式会社コムスン 東京都港区六本木六丁目１０
番１号

株式会社コムスン八幡浜ケ
アセンター

（変更後）
八幡浜市産業通４番１６号

平成１６年１２月１日
（変更前）
八幡浜市浜田町１３５５－２６

株式会社サン 新居浜市久保田町１－８－
１２

株式会社サン訪問介護サー
ビス

（変更後）
新居浜市中須賀町１－４－
２４

平成１５年１０月１日
（変更前）
新居浜市中須賀町１－４－
２５

有限会社仕合世会 大洲市徳森２３２１番地１８ おひさま介護

（変更後）
大洲市徳森１３１４番地３

平成１６年７月１５日
（変更前）
大洲市徳森２３２１番地１８

有限会社ほほえみ 伊予市大平字武領乙２１５番
地９ 宅老所ほほえみ

（変更後）
伊予市大平武領乙２１５番地
９

平成１６年８月２３日
（変更前）
伊予市大平甲７９番地１

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 支 援 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社介護センター津島 北宇和郡津島町北灘乙２０４１
番地

介護センター津島指定居宅
介護支援事業所

（変更後）
北宇和郡津島町近家甲１６２３
番地

平成１６年３月２０日
（変更前）
北宇和郡津島町北灘乙２０４１
番地

愛 媛 県 報平成１７年２月１４日 第１６３２号
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�愛媛県告示第３５５号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）から、居宅介護

事業を次のように廃止した旨の届け出があった。

平成１７年２月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３５６号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により指定した医師が、次のように所在地を変更した。

平成１７年２月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３５７号
身体障害者福祉法施行令（昭和２５年政令第７８号）第３条第２項の規定により、次のように指定医師の辞退の届出があった。

株式会社コムスン 東京都港区六本木六丁目１０
番１号

株式会社コムスン八幡浜ケ
アセンター

（変更後）
八幡浜市産業通４番１６号

平成１６年１２月１日
（変更前）
八幡浜市浜田町１３５５－２６

株式会社サン 新居浜市久保田町１－８－
１２

株式会社サン居宅介護支援
事業所

（変更後）
新居浜市久保田町１－８－
１２

平成１６年８月１日
（変更前）
新居浜市中須賀町１－４－
２５

有限会社ほほえみ 伊予市大平字武領乙２１５番
地９

ほほえみ指定居宅介護支援
事業所

（変更後）
伊予市大平字武領乙２１５番
地９

平成１６年８月２３日
（変更前）
伊予市大平甲７９番地１

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

藤 石 秀 三 北宇和郡三間町大字務田７７
７－１ ふじいし医院 北宇和郡三間町大字務田７７

７－１ 平成１３年６月１日

山 田 勇 樹 北宇和郡三間町迫目４７ コスモス薬局 北宇和郡三間町迫目４７ 平成１４年６月３０日

南国商事株式会社 北宇和郡津島町高田３８１－
１ 南国介護サービス事業所 北宇和郡津島町高田３８１－

１ 平成１５年４月１日

阿 部 好 伸 北宇和郡津島町岩松８１７ 阿部医院 北宇和郡津島町岩松８１７ 平成１３年８月３１日

口 羽 一 弘 北宇和郡津島町大字高田丙
５４５－１ 口羽歯科医院 北宇和郡津島町大字高田丙

５４５－１ 平成１３年１２月３１日

株式会社サン 新居浜市久保田町一丁目８
番１２号

株式会社サン訪問看護ステ
ーション

新居浜市中須賀町一丁目４
－２５ 平成１３年２月２６日

医療法人北辰会 西条市氷見丙４７７番地 デイサービス多賀の里 西条市北条２３１番地１ 平成１６年１１月３０日

谷 本 勝 司 大洲市徳森１９９０－１ たにもと薬局 大洲市徳森１９９０－１ 平成１６年１１月３０日

医 師 氏 名
旧 所 在 地 新 所 在 地

変 更
年月日病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地 病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地

櫛 部 英 郎 西 条 市 立 周 桑 病 院 西条市壬生川１３１番地 く し べ 整 形 外 科 西条市丹原町池田８７番地 平成１７年
２月１日

愛 媛 県 報平成１７年２月１４日 第１６３２号
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�愛媛県告示第３５８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定

により、西条市吉井土地改良区から認可申請のあった土地改

良事業（県単独補助土地改良事業（農道）・長溝地区）の計

画の変更を平成１７年１月２８日認可した。

平成１７年２月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第３５９号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第１項の規定

により、次のように保安林の指定を解除する。

平成１７年２月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除に係る保安林の所在場所

今治市神宮字礼拝乙３３６の１

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 解除の理由

指定理由の消滅

�������
�愛媛県告示第３６０号
愛媛県普通河川管理条例（昭和３２年愛媛県条例第２９号）第

３条の規定による普通河川のうち、次の普通河川を廃止する

。

平成１７年２月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

平成１７年２月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３６１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年２月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３６２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年２月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

診断した身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療所の名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 届出年月日

肢体不自由・心臓・じん臓・
ぼうこう又は直腸機能障害 外 科 愛 媛 労 災 病 院 花 田 明 香 新居浜市南小松原町１３番２７号 平成

１７年１月４日

じ ん 臓 ・ 小 腸 機 能 障 害 内 科 住 友 別 子 病 院 大 西 泰 裕 新居浜市王子町３番１号 平成
１７年１月５日

心 臓 機 能 障 害 循 環 器 科 医療法人健生会
循環器科 林病院 俊 野 敬 英 新居浜市中西町６番４６号 平成

１７年１月１７日

河 川 名 区 域

支流
西谷川

右岸 西条市丹原町寺尾甲４２１番５地先から同市
丹原町寺尾甲３７８番３地先まで

左岸 西条市丹原町寺尾甲７８０番５地先から同市
丹原町志川甲５３番３地先まで

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 宿毛津島線

北宇和郡津島町大字御内２６５３番２地先から
同大字２６５３番２まで
及 び

北宇和郡津島町大字御内２６５３番１地先から
同大字２６５３番２まで

旧
５．３～２８．１

６．５～１８．３

０．０６３

０．０６４

北宇和郡津島町大字御内２６５３番２地先から

同大字２６５３番２まで
新 ８．２～２８．１ ０．０６３

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 宿毛津島線
北宇和郡津島町大字御内２６５３番２地先から

同大字２６５３番２まで
平成１７年２月１４日

愛 媛 県 報平成１７年２月１４日 第１６３２号
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選挙管理委員会告示

�公 告

歯科技工士試験の実施について

歯科技工法の一部を改正する法律（昭和５７年法律第１号）

附則第２条の規定により、平成１７年歯科技工士試験を次のと

おり実施する。

平成１７年２月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 試験の場所

� 学説試験

松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県庁第一別館１１階会議室

� 実地試験

伊予郡砥部町高尾田５４３番地

愛媛県立歯科技術専門学校

２ 試験の日時

� 学説試験

平成１７年３月３日（木）午前９時

� 実地試験

平成１７年３月４日（金）午前８時３０分

３ 受験願書の提出期間

平成１７年２月１５日（火）から２２日（火）まで。ただし、

郵送による場合は、同日までの消印のあるものは、受け付

ける。

４ 受験願書の請求先及び提出先

松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県保健福祉部管理局保健福祉課医療対策室

�愛媛県告示第３６３号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１７年２月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があ

ったので、同条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１７年２月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県選挙管理委員会告示第２２号
平成１６年３月２１日執行の愛媛県議会議員伊予三島市選挙区補欠選挙における公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書の

要旨は、次のとおりである。

平成１７年２月１４日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 藤 山 薫

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

１ 選挙の種類 平成１６年３月２１日執行

愛媛県議会議員伊予三島市選挙区補欠選挙

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１６西局丹土（開）第１５号

平成１７年１月２８日
西条市上市甲１０番１及び甲１０番５

西条市朔日市２８２番地８
株式会社 東予ハウジング
代表取締役 近 藤 義 和

１６松局伊土検（開）第４７号

平成１７年１月２８日
伊予郡松前町大字神崎字紺屋分７４０番３

松山市西垣生町１６３２番地１７
中 岡 和 博

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１７年２月１日 特定非営利活動法人
Ｋ９クラブ愛媛 小 林 輝 紀 松山市土居町７４１番地の４ この法人は、犬を飼育する者（以下「飼主

」という。）のマナーを向上させ、飼主が
犬の本質を学習し、人間と共存する上で必
要な行動を訓練する場を提供するとともに
、動物愛護啓発活動を強化拡大するための
指導者の養成や地域の人々への動物愛護支
援事業を行うことで安全かつ快適なまちづ
くりの推進と犬の健全な育成を図ることを
目的とする。

愛 媛 県 報平成１７年２月１４日 第１６３２号
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２ 公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額（法定選挙運動費用額）

伊予三島市選挙区 ６，４３５，８００円

３ 報告書の要旨

候 補 者 氏 名 岡 崎 正 勝 所 属 党 派 無 所 属 平成１６年２月２６日から
期 間 第１回分

平成１６年４月２日まで出納責任者氏名 合 田 陽 子

収 入 支 出

主たる寄附 人件費 ６３０，０００円

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 通信費 ３２４，１４０

田 中 由 佳 無 職 ９０，０００円 交通費 ８５，２７０

印刷費 ８４８，８００

広告費 １４９，６６１

文具費 ９，８３５

食糧費 １８８，７９１

雑 費 １７４，８３２

その他の収入 ２，５００，０００

今 回 計 ２，５９０，０００ 今 回 計 ２，４１１，３２９

総 計 ２，５９０，０００ 総 計 ２，４１１，３２９

報告書受理年月日 平成１６年 ４ 月 ５ 日 第 １ 回 報 告 分

候 補 者 氏 名 加 地 高 宏 所 属 党 派 無 所 属 平成１６年３月１０日から
期 間 第１回分

平成１６年３月２２日まで出納責任者氏名 加 地 高 宏

収 入 支 出

主たる寄附 人件費 ７９０，０００円

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 交通費 ７，２７７

宇 � 平 農 業 ５０，０００円 印刷費 １１７，６００

杉 尾 安 彦 農 業 ５０，０００ 広告費 ６４，３６３

加 地 勝 男 農 業 ３０，０００ 文具費 ８０８

杉 尾 和 男 農 業 ４０，０００ 食糧費 ９１，１７３

村 上 正 展 農 業 ４０，０００ 雑 費 １７，１６１

佐々木 守 一 農 業 ４０，０００

合 田 重 明 農 業 ４０，０００

高 原 国 春 無 職 ９０，０００

高 原 利 子 無 職 ９０，０００

加 地 慶 吾 無 職 ６０，０００

加 地 頼 明 会 社 員 ６０，０００

加 地 篤 重 会 社 員 ５０，０００

大 西 隆 之 農 業 ８０，０００

加 地 正 子 会 社 員 ５０，０００

その他の寄附 ９件 ９０，０００

その他の収入 ２２８，３８２

今 回 計 １，０８８，３８２ 今 回 計 １，０８８，３８２

総 計 １，０８８，３８２ 総 計 １，０８８，３８２

愛 媛 県 報平成１７年２月１４日 第１６３２号
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�愛媛県選挙管理委員会告示第２３号
平成１６年３月２１日執行の愛媛県議会議員伊予三島市選挙区補欠選挙における公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書の

報告書受理年月日 平成１６年 ４ 月 ５ 日 第 １ 回 報 告 分

候 補 者 氏 名 新 谷 末 次 所 属 党 派 無 所 属 平成１６年２月２５日から
期 間 第１回分

平成１６年３月２３日まで出納責任者氏名 新 谷 孝 子

収 入 支 出

主たる寄附 人件費 ６４５，０００円

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家屋費 ６４９，４５５

河 村 稔 無 職 ２０，０００円 選挙事務所費 ６４９，４５５

堤 昭 子 無 職 ５４，０００ 通信費 ３０，０９０

木 下 純 子 会 社 員 ３０，０００ 印刷費 ７４５，７８５

宮 崎 征 人 無 職 ９０，０００ 広告費 ３２６，６５０

文具費 ３，６９６

食糧費 １１６，９５８

雑 費 １２，６５８

その他の寄附 １件 １０，０００

その他の収入 ２，３２６，２９２

今 回 計 ２，５３０，２９２ 今 回 計 ２，５３０，２９２

総 計 ２，５３０，２９２ 総 計 ２，５３０，２９２

報告書受理年月日 平成１６年 ４ 月 ２ 日 第 １ 回 報 告 分

候 補 者 氏 名 鈴 木 俊 広 所 属 党 派 明日の郷土を考
える会 平成１６年３月２日から

期 間 第１回分
平成１６年３月２０日まで出納責任者氏名 高 石 昇

収 入 支 出

人件費 ９６０，０００円

家屋費 ２００，０００

選挙事務所費 ２００，０００

印刷費 ７６０，８００

広告費 ３５７，３１５

文具費 ５２，９２０

食糧費 １１４，３１６

休泊費 ５８，１１７

雑 費 ２２９，８３５

その他の収入 ３，１００，０００円

今 回 計 ３，１００，０００ 今 回 計 ２，７３３，３０３

総 計 ３，１００，０００ 総 計 ２，７３３，３０３

報告書受理年月日 平成１６年 ４ 月 ５ 日 第 １ 回 報 告 分
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任 免 辞 令

�公営企業任免辞令
１月３１日

愛媛県技術吏員 高 橋 直 子

同 松 浦 由 香

願により本職を免ずる（各通）

要旨は、次のとおりである。

平成１７年２月１４日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 藤 山 薫

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

１ 選挙の種類 平成１６年３月２１日執行

愛媛県議会議員伊予三島市選挙区補欠選挙

２ 公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額（法定選挙運動費用額）

伊予三島市選挙区 ６，４３５，８００円

３ 報告書の要旨

候 補 者 氏 名 鈴 木 俊 広 所 属 党 派 明日の郷土を考
える会 平成１６年３月２１日から

期 間 第２回分
平成１６年４月２２日まで出納責任者氏名 高 石 昇

収 入 支 出

雑 費 ９７，０７２円

今 回 計 ０円 今 回 計 ９７，０７２

前 回 計 ３，１００，０００ 前 回 計 ２，７３３，３０３

総 計 ３，１００，０００ 総 計 ２，８３０，３７５

報告書受理年月日 平成１６年 ４ 月２６日 第 ２ 回 報 告 分

平成１７年２月１４日 印刷
平成１７年２月１４日 発行

購読料（送料共） １箇月１，７５０円１６６
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